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議題 発言者 内      容 

開 会 

18:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

諮問書の提出 

 

 

 

 

奥田課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

村下会長 

 

奥田課長 

 

 

阿部町長 

 

奥田課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は大変お忙しい中、夜分にも関わらず会議にご出席いただ

き誠にありがとうございます。 

定刻となりましたので、只今より令和５年度第１回清水町国民

健康保険運営協議会を開会いたします。 

この協議会では、皆さんのお席にご用意した資料を用いてご説

明いたしますので、不足等ございましたらお知らせください。 

 

まず、本日の出席状況を報告いたします。本日は、氷見委員が、

都合により欠席されております。 

委員定数９名のうち、８名の委員の出席をいただいており、委

員定数の過半数を超えておりますので、清水町国民健康保険条例

施行規則第４条に規定する会議の開催要件を満たしていることを

報告いたします。 

本日の協議会は、清水町町づくり基本条例により傍聴すること

ができ、更に後日、会議録の公表を行うことになっておりますの

で、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。 

 

それでは、開会に先立ちまして、村下会長よりご挨拶をお願い

いたします。 

 

（あいさつ）※あいさつ内容省略 

 

ありがとうございました。 

続きまして、阿部町長よりご挨拶申し上げます。 

 

（あいさつ）※あいさつ内容省略 

 

次に、事務局を担当いたします町民生活課職員を紹介させてい

ただきます。 

町民生活課長の奥田です。次に課長補佐の我妻です。 保険係

主事の中澤です。同じく保険係主事補の中林です。次に保健福祉

課健康推進係長の倉重です。 

この他に、本日は出席しておりませんが、佐藤保険係主査が町

民生活課保険係におります。 

以上で担当職員の紹介を終わります。 

続きまして、町長より諮問書を会長にお渡しいたします。 

（町長から村下会長に諮問書を手渡す） 

 

それでは、会議に入りますので、町長はここで退席させていた

だきます。 

 

（町長退席後） 

 



議題 発言者 内      容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

諮問事項につ

いて審議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

村下会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

我妻補佐 

 

村下会長 

 

 

 

村下会長 

 

我妻補佐 

 

 

 

 

 

 

村下会長 

 

藤城委員 

 

 

我妻補佐 

 

 

藤城委員 

 

 

 

 

 

倉重係長 

 

これよりは、村下会長の進行で会議の進めてまいりますのでよ

ろしくお願いいたします。 

 

それでは、会議を始めます。審議に入る前に、本日の会議録署

名人の選出ですが、私から指名させていただきます。 

小原委員さん、坂上委員さんにお願いいたします。 

 

早速、審議事項に入ります。 

諮問第１号『国民健康保険税の税率改正について』、審議いたし

ます。 

事務局より内容について説明願います。 

 

【事務局我妻より説明】※説明内容省略 

 

ただいまの説明に対して、ご意見・ご質問はありませんか。 

 

（意見なし） 

 

意見等がなければ、次の事項について事務局より説明願います。 

 

【事務局我妻より説明】※説明内容省略 

※諮問第２号『国民健康保険税の課税限度額の改正について』 

諮問第３号『５割軽減及び２割軽減世帯の軽減判定所得の見 

直しについて』 

諮問第４号『令和６年度国民健康保険特別会計予算（案）に 

ついて』は、関連する内容となるため、一括で説明。 

 

ただいまの説明に対して、ご意見・ご質問はありませんか。 

 

１点目、税率の改正により、税金が増加するという内容であっ

たが、清水町の未収金の現状はどのようになっていますか。 

 

例年、国民健康保険税の収納率を税務課で集計しており、結果

といたしましては、９９％の収納率となっております。 

 

続いて２点目、税金を納めることで町民が得ることができるこ

とを明確にしたほうが良いのではないでしょうか。 

例えば、資料のデータヘルス計画に記載されている、平均寿命

を全国で比較されているものがありますが、税率の比較と同様に

北海道と比較することで町民の理解も深まると思います。 

 

 同資料内において、国、北海道、同規模町村における数値の比

較を実施しており、どの区分において比較しても本町における平



議題 発言者 内      容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

村下会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

均寿命等の水準は他より高い状況にあります。 

 

他にご意見・ご質問はありませんか。 

無ければ、以上４つの諮問事項において皆さんにお諮りしたい

と思います。 

 はじめに、諮問事項第１号について、お諮りいたします。 

諮問どおり承認するということで答申してよろしいですか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

では、諮問第１号について、諮問どおり承認するということで

答申いたします。 

 

続きまして、諮問第２号について、お諮りいたします。 

こちらも、諮問どおり承認するということで答申してよろしい

ですか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

では、諮問第２号について、諮問どおり承認するということで

答申いたします。 

 

続きまして、諮問第３号について、お諮りいたします。 

こちらも、諮問どおり承認するということで答申してよろしい

ですか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

では、諮問第３号について、諮問どおり承認するということで

答申いたします。 

 

最後に、諮問第４号について、お諮りいたします。 

こちらも、諮問どおり承認するということで答申してよろしい

ですか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

では、諮問第４号については、諮問どおり承認するということ

で答申いたします。 

以上、４件の諮問について承認いただきました。答申について

は事務局において答申書を作成し、町長へ提出することといたし

ます。 

続きまして、議案９号の報告事項を事務局より説明願います。 



議題 発言者 内      容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉会 

〔19:10〕 

我妻補佐 

 

村下会長 

 

村下会長 

 

 

倉重係長 

 

 

 

藤城委員 

 

 

我妻補佐 

 

 

藤城委員 

 

 

 

倉重係長 

 

 

 

 

 

藤城委員 

 

 

川本委員 

 

 

 

倉重係長 

 

 

 

 

村下会長 

【事務局我妻及び倉重より説明】※説明内容省略 

 

ただいまの説明に対して、ご意見・ご質問はありませんか。 

 

健診の受診率が低いことに対して、どういった対策を講じてい

ますか。 

 

未受診者の方々に対し、文書の送付や電話かけ、訪問等による

啓発活動実施しており、これに加え、医療機関からも患者の皆さ

んに対して啓発していただくようご協力をお願いしております 

 

１点目、産前産後の減税について、日本全体及び十勝管内での

制度導入状況はどうなっていますか。 

 

法律の改正に伴って導入している制度となっているため、全国

の市町村において随時導入している状況となっております。 

 

２点目、データヘルス計画の素案内容について、現在医療現場

で問題視されているのは認知症であるが、これについて素案では

どのように組み込まれていますか。 

 

認知症の確実な予防することは難しく、この計画では予防可能

な疾患を確実に予防していくことを重要視しております。 

また、脳血管性の認知症であれば、生活習慣病を予防すること

で発症率を抑えることが可能となるため、この計画において認知

症について記載されておりません。 

 

認知症の中でも、予防可能な認知症もあるため、文言が入って

いるとより良い計画になると思います。 

 

予防可能な認知症について、医療従事者の方がおっしゃること

なので、それぞれの立場で連携して作成したらいいのではないで

すか。 

 

生活習慣病の発症により患う認知症もあるため、生活習慣病の

予防が認知症の予防につながると考えてはおりましたが、計画内

において認知症に関する記載が不足しているといったお声を今回

頂戴しましたので、記載を検討したいと思います。 

 

ご意見・ご質問がなければ、会議を終了したいと思います。 

これをもちまして、本日の会議を閉会いたします。 

 

 


